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命
 

令
 

書
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
申

 
立

 
人

 
 

Ｘ
組

合
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
執

行
委

員
長

 
Ａ

１
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
被

申
立

人
 

 
Ｙ

会
社

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
代

表
取

締
役

 
Ｂ

１
 

  
上

記
当

事
者

間
の

群
労

委
令

和
３

年
（

不
）

第
１

号
 

 
Ｙ

会
社

 
 

不
当

労
働

行
為

救
済

申
立

事
件

に
つ

い
て

、
当

委
員

会
は

、
令

和
４

年
５

月
１

９
日

第
８

４
８

回
公

益
委

員
会

議
に

お
い

て
、

会
長

公
益

委
員

清
水

敏
、

公
益

委
員

新
井

博
、

同
小

暮
俊

子
、

同
大

河
原

眞
美

、
同

小
磯

正
康

が

出
席

し
、

合
議

の
上

、
次

の
と

お
り

命
令

す
る

。
 

 

主
 

 
 

文
 

 

１
 

被
申

立
人

は
、
申

立
人

に
対

し
、
下

記
の

文
書

を
速

や
か

に
交

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

記
 

 
年

 
月

 
日

 

 
Ｘ

組
合

 

 
執

行
委

員
長

 
 

Ａ
１

 
 

様
 

Ｙ
会

社
 

 
 

 
 

 
 

 

代
表

取
締

役
 

 
Ｂ

１
 
 

 

 
当

社
が

貴
組

合
か

ら
令

和
２

年
７

月
２

６
日

付
け

で
申

入
れ

の
あ

っ
た

団
体

交
渉

に
お

い

て
、

当
社

側
の

出
席

者
の

一
部

に
つ

い
て

代
理

人
資

格
や

会
社

か
ら

の
権

限
の

有
無

を
明

ら
か

に
し

な
か

っ
た

こ
と

及
び

そ
の

出
席

者
が

、
 

 
 

 
Ｃ

１
会

社
 

 
 

 
が

 
Ａ

２
 
の

無
断

欠
勤

を
問

題
に

し
て

い
る

等
の

虚
偽

の
発

言
を

し
た

こ
と

は
、
群

馬
県

労
働

委
員

会
に

お
い

て
、

労
働

組
合

法
第

７
条

第
２

号
に

該
当

す
る

不
当

労
働

行
為

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

ま
し

た
。

 

 
今

後
、

こ
の

よ
う

な
行

為
を

繰
り

返
さ

な
い

よ
う

に
し

ま
す

。
 

（
注

：
年

月
日

は
、

文
書

を
交

付
し

た
日

を
記

載
す

る
こ

と
）

 

２
 

被
申

立
人

は
、

前
項

を
履

行
し

た
と

き
は

、
速

や
か

に
当

委
員

会
宛

て
文

書
で

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

３
 

申
立

人
の

そ
の

余
の

申
立

て
を

棄
却

す
る

。
 

 

理
 

 
 

由
 

 第
１

 
事

案
の

概
要

等
 

１
 

事
案

の
概

要
 

本
件

は
、
被

申
立

人
 

 
Ｙ

会
社

 
 
（

以
下
「

会
社

」
と

い
う

。
）
が

、
申

立
人

 
 

 
Ｘ

組
合

 
 

 
（

以
下

「
組

合
」

と
い

う
。

）
の

組
合

員
で

あ
る

 
Ａ

２
 
（

以
下

「
 
Ａ

２
 
」

と
い

う
。

）
を

令
和

２
年

９
月

３
０

日
付

け
に

て
解

雇
し

た
こ

と
が

、
労

働
組

合
法

（
以

下

「
労

組
法

」
と

い
う

。
）

第
７

条
第

１
号

の
不

利
益

取
扱

い
に

該
当

す
る

不
当

労
働

行
為

で

あ
る

と
し

て
、

並
び

に
、

同
年

８
月

２
１

日
付

け
に

て
開

催
さ

れ
た

第
３

回
団

体
交

渉
及

び

同
月

３
０

日
に

開
催

さ
れ

た
第

４
回

団
体

交
渉

に
お

け
る

会
社

の
対

応
が

、
同

条
第

２
号

の

団
体

交
渉

拒
否

に
該

当
す

る
不

当
労

働
行

為
で

あ
る

と
し

て
、

組
合

か
ら

救
済

申
立

が
あ

っ

た
事

案
で

あ
る

。
 

２
 

請
求

す
る

救
済

内
容

の
要

旨
 

組
合

の
請

求
す

る
救

済
内

容
の

要
旨

は
、

次
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

(
1
)
 
会

社
は

、
令

和
２

年
９

月
３

０
日

付
け

の
 
Ａ

２
 
の

解
雇

を
な

か
っ

た
も

の
と

し
て

取

り
扱

う
こ

と
。

 

(
2
)
 
会

社
は

、
 
Ａ

２
 
の

同
年

１
０

月
１

日
か

ら
命

令
に

至
る

日
ま

で
の

賃
金

を
支

払
う

こ

と
。

 

(
3
)
 
会

社
は

、
 
Ａ

２
 
の

労
働

条
件

の
決

定
と

雇
用

契
約

の
締

結
に

関
し

て
、

第
３

回
団

体

交
渉

よ
り

前
の

交
渉

を
前

提
と

し
て

、
団

体
交

渉
に

誠
実

に
応

じ
る

こ
と

。
 

(
4
)
 
陳

謝
・

誓
約

文
の

組
合

へ
の

交
付

及
び

掲
示

 

(
5
)
 
当

委
員

会
へ

の
履

行
報

告
 

３
 

争
点

 

(
1
)
 
会

社
が

、
 
Ａ

２
 
を

解
雇

し
た

こ
と

が
、

労
組

法
第

７
条

第
１

号
の

不
利

益
取

扱
い

に

該
当

す
る

か
。

す
な

わ
ち

、
会

社
に

よ
る

 
Ａ

２
 
の

解
雇

は
、

同
号

に
規

定
す

る
組

合
員

で
あ

る
こ

と
等

を
理

由
と

す
る

解
雇

に
該

当
す

る
か

（
争

点
１

）
。

 

ア
 

本
件

解
雇

の
合

理
性

・
相

当
性

の
有

無
 

イ
 

会
社

の
反

組
合

的
感

情
等

の
有

無
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(
2
)
 
第

３
回

及
び

第
４

回
団

体
交

渉
に

お
け

る
会

社
の

対
応

が
、

労
組

法
第

７
条

第
２

号
の

団
体

交
渉

拒
否

（
誠

実
交

渉
義

務
の

不
履

行
）

に
該

当
す

る
か

（
争

点
２

）
。

 

ア
 

第
２

回
団

体
交

渉
ま

で
に

、
両

当
事

者
間

に
お

け
る

合
意

は
あ

っ
た

か
。

 

イ
 

上
記

ア
の

合
意

が
あ

っ
た

と
す

る
場

合
、

第
３

回
及

び
第

４
回

団
体

交
渉

に
お

け
る

会
社

の
対

応
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
合

意
を

反
故

に
す

る
も

の
で

あ
っ

た
か

。
 

ウ
 

第
３

回
団

体
交

渉
は

、
会

社
側

か
ら

の
出

席
者

や
交

渉
内

容
か

ら
、

不
誠

実
な

団
体

交
渉

と
い

え
る

か
。

 

エ
 

第
３

回
団

体
交

渉
に

お
け

る
交

渉
と

会
社

の
対

応
の

問
題

性
は

、
第

４
回

団
体

交
渉

に
お

い
て

も
継

続
し

て
い

る
か

。
 

 

第
２

 
認

定
し

た
事

実
 

１
 

当
事

者
等

 

(
1
)
 
組

合
 

組
合

は
、

平
成

１
７

年
１

２
月

４
日

に
設

立
さ

れ
、

主
に

群
馬

県
内

に
所

在
す

る
事

業

所
に

勤
務

し
、

又
は

在
住

す
る

労
働

者
で

結
成

さ
れ

た
労

働
組

合
で

あ
る

。
本

件
申

立
時

の
組

合
員

数
は

８
３

名
で

あ
り

、
結

審
時

（
令

和
４

年
２

月
１

８
日

）
の

組
合

員
数

は
８

８
名

で
あ

る
。

ま
た

、
結

審
時

の
 

 
Ｙ

会
社

 
 
に

お
け

る
組

合
員

は
、

 
Ａ

２
 
以

外
存

在
し

な
い

。
 

【
当

委
員

会
に

顕
著

な
事

実
、

審
査

の
全

趣
旨

】
 

(
2
)
 
会

社
 

会
社

は
、
肩

書
地

に
本

店
を

置
き

、
栃

木
県

足
利

市
内

等
に

お
い

て
 

Ｃ
２

 
、
 

 
Ｃ

３
 

 
 

な
ど

を
取

り
扱

う
新

聞
販

売
店

で
あ

り
、

結
審

時
の

従
業

員
数

は
７

１
名

、
そ

の
う

ち
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ｃ

４
店

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
従

業
員

数
は

３
１

名
で

あ
る

。
 

な
お

、
会

社
に

は
、

申
立

人
組

合
に

限
ら

ず
労

働
組

合
に

加
入

し
て

い
る

従
業

員
は

、
 

Ａ
２

 
以

外
に

は
い

な
い

。
 

【
審

査
の

全
趣

旨
、

争
い

の
な

い
事

実
】

 

(
3
)
 
 
Ａ

２
 
 

ア
 

 
Ａ

２
 
は

、
平

成
２

４
年

７
月

頃
か

ら
新

聞
配

達
の

パ
ー

ト
従

業
員

と
し

て
 

 
Ｃ

５
店

 
 

に
勤

務
し

て
い

た
。

 

【
争

い
の

な
い

事
実

】
 

イ
 

 
Ａ

２
 
は

、
令

和
２

年
１

月
１

３
日

付
け

に
て

組
合

に
加

入
し

た
。
組

合
は

、
 
Ａ

２
 

が
組

合
に

加
入

し
た

こ
と

を
、

同
月

１
６

日
付

け
に

て
会

社
代

表
取

締
役

の
 
Ｂ

１
 

（
以

下
「

Ｂ
１

」
と

い
う

。
）

が
代

表
を

務
め

る
申

立
外

 
 

Ｃ
６

会
社

 
 

（
以

下

「
Ｃ

６
会

社
」

と
い

う
。

）
宛

て
通

知
し

た
。

 

【
審

査
の

全
趣

旨
、

甲
1
5
、

甲
3
8
】

 

２
 

 
Ａ

２
 
の

就
労

状
況

等
（

 
 

Ｃ
５

店
 

 
）

 

(
1
)
 
 
Ａ

２
 
は

、
 

 
Ｃ

５
店

 
 

を
経

営
し

て
い

た
申

立
外

 
 

 
Ｃ

７
会

社
 
 

 
（

以

下
「

 
Ｃ

７
会

社
 
」

と
い

う
。

）
に

、
平

成
２

４
年

７
月

頃
か

ら
同

社
が

廃
業

し
た

令
和

元
年

９
月

３
０

日
ま

で
勤

務
し

て
い

た
。

 

同
社

と
の

間
で

最
後

に
作

成
さ

れ
た

労
働

条
件

通
知

書
は

、
平

成
３

１
年

１
月

１
日

付

け
の

も
の

で
あ

り
、

そ
の

内
容

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
っ

た
。

 

な
お

、
そ

の
頃

の
 
Ａ

２
 
の

 
Ｃ

７
会

社
 
に

お
け

る
１

日
当

た
り

の
新

聞
配

達
部

数

は
、

約
２

８
０

部
だ

っ
た

。
 

ア
 

雇
用

期
間

 
平

成
３

１
年

１
月

１
日

～
令

和
元

年
１

２
月

３
１

日
 

イ
 

就
業

時
間

 
１

日
当

た
り

４
時

間
４

５
分

 

ウ
 

業
務

内
容

 
差

し
込

み
業

務
、

新
聞

配
達

業
務

（
朝

刊
）

及
び

ポ
ス

テ
ィ

ン
グ

 

エ
 

賃
 

 
金

 
日

給
５

，
９

３
７

円
 

オ
 

罰
 

 
則

 
無

断
欠

勤
を

し
た

場
合

、
解

雇
事

由
と

な
る

こ
と

が
あ

る
。

 

遅
刻

に
よ

り
業

務
に

多
大

な
支

障
を

き
た

し
た

場
合

、
解

雇
事

由
と

な

る
こ

と
が

あ
る

。
 

新
聞

の
不

着
、

誤
配

、
遅

配
等

が
著

し
い

場
合

、
解

雇
事

由
と

な
る

こ

と
が

あ
る

。
 

カ
 

契
約

更
新

 
自

動
的

に
更

新
す

る
。

 

 
 

の
有

無
 

 
契

約
の

更
新

は
次

に
よ

り
判

断
す

る
。

 

 
 

 
 

 
 

 
・

契
約

期
間

満
了

時
の

勤
務

成
績

、
態

度
 

 
 

 
 

 
 

 
・

業
務

遂
行

能
力

 

 
 

 
 

 
 

 
・

会
社

の
経

営
状

況
 

 
 

 
 

 
 

 
・

従
事

し
て

い
る

業
務

の
進

捗
状

況
 

【
争

い
の

な
い

事
実

、
甲

２
、

甲
３

、
甲

2
8
】

 

(
2
)
 
令

和
元

年
９

月
３

０
日

、
 
Ｃ

７
会

社
 
は

、
 

 
Ｃ

５
店

 
 

の
経

営
を

終
了

し
た

。
 

Ａ
２

 
 
は

、
同

年
９

月
又

は
１

０
月

頃
、

 
 

Ｃ
５

店
 

 
の

現
場

責
任

者
か

ら
、

し
ば

ら
く

の
間

、
給

料
の

額
は

変
わ

ら
な

い
旨

の
説

明
を

受
け

た
。

 

【
争

い
の

な
い

事
実

】
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(
3
)
 
 
Ｃ

７
会

社
 
の

経
営

終
了

後
も

、
 
Ａ

２
 
の

業
務

内
容

は
実

質
的

に
変

化
は

な
く

、
 

Ｃ
５

店
 

 
 

に
お

い
て

従
来

ど
お

り
就

労
し

、
給

料
は

「
 

 
 

 
Ｃ

４
 

 
 

 
」

の
名

義
で

支
給

さ
れ

て
い

た
。

こ
の

給
料

は
、

実
質

的
に

は
Ｂ

１
に

よ
っ

て
支

払
わ

れ
て

い
た

が
、

当
時

、
 
Ａ

２
 
の

知
る

と
こ

ろ
で

は
な

か
っ

た
。

 

【
審

査
の

全
趣

旨
、

争
い

の
な

い
事

実
、

甲
3
1
】

 

(
4
)
 
 
Ｃ

７
会

社
 
の

従
来

の
業

務
は

、
事

実
上

、
同

じ
店

舗
に

お
い

て
会

社
に

よ
っ

て
引

き

継
が

れ
た

が
、

そ
の

際
、

会
社

は
 
Ａ

２
 
と

の
間

の
労

働
契

約
書

を
作

成
す

る
こ

と
は

な

く
、

 
Ａ

２
 
は

、
自

分
の

使
用

者
が

誰
で

あ
る

か
を

明
確

に
は

認
識

し
て

い
な

か
っ

た
。

 

【
争

い
の

な
い

事
実

】
 

(
5
)
 
会

社
は

、
同

年
１

０
月

２
８

日
に

設
立

登
記

さ
れ

た
が

、
そ

の
前

後
に

お
い

て
も

 
 
Ａ

２
 
と

の
間

の
労

働
契

約
書

を
作

成
す

る
こ

と
は

な
か

っ
た

。
し

か
し

、
同

人
に

対
し

て
従

来
ど

お
り

の
給

料
を

支
給

し
た

。
 

【
争

い
の

な
い

事
実

、
甲

3
5
】

 

(
6
)
 
会

社
は

、
令

和
２

年
１

月
４

日
、

 
Ａ

２
 
に

対
し

て
、

同
年

２
月

か
ら

業
務

の
変

更
及

び
給

料
の

減
額

を
行

う
旨

を
伝

え
た

。
 

【
争

い
の

な
い

事
実

】
 

(
7
)
 
 
Ａ

２
 
は

、
同

年
１

月
１

３
日

に
組

合
に

加
入

し
、

組
合

は
、

同
月

１
６

日
付

け
で

そ

の
旨

を
Ｃ

６
会

社
宛

て
通

知
す

る
と

と
も

に
、

以
下

の
よ

う
な

事
項

に
つ

い
て

同
年

２
月

７
日

ま
で

の
団

体
交

渉
の

開
催

を
申

し
入

れ
た

。
 

な
お

、
こ

の
時

点
に

お
い

て
も

、
組

合
及

び
 
Ａ

２
 
は

、
使

用
者

が
誰

で
あ

る
か

を
正

し
く

認
識

で
き

て
い

な
か

っ
た

が
、

そ
の

後
、

会
社

か
ら

連
絡

を
受

け
る

な
ど

し
て

、
組

合
は

、
遅

く
と

も
同

月
３

日
ま

で
に

は
 
Ａ

２
 
の

使
用

者
が

会
社

で
あ

る
と

認
識

す
る

に

至
り

、
会

社
と

 
Ａ

２
 
双

方
の

雇
用

契
約

の
当

事
者

に
関

す
る

認
識

が
一

致
す

る
こ

と
と

な
っ

た
。

 

令
和

元
年

１
０

月
以

降
、

契
約

関
係

の
性

質
は

判
然

と
し

な
い

が
、

少
な

く
と

も
従

前

の
 
Ｃ

７
会

社
 
と

の
間

で
合

意
さ

れ
た

給
料

に
関

す
る

雇
用

条
件

が
事

実
上

会
社

に
引

き
継

が
れ

て
い

る
こ

と
に

つ
い

て
は

争
い

が
な

い
。

 

ア
 

雇
用

契
約

書
の

作
成

 

イ
 

業
務

引
継

時
の

約
束

を
反

故
に

す
る

業
務

内
容

の
変

更
や

仕
事

量
の

増
減

に
よ

る

実
質

的
な

も
の

を
含

め
て

の
賃

下
げ

の
拒

否
 

ウ
 

労
働

保
険

の
加

入
 

エ
 

就
業

規
則

等
の

開
示

及
び

写
し

の
交

付
 

オ
 

法
定

休
日

が
与

え
ら

れ
て

い
な

い
現

状
の

改
善

 

カ
 

 
Ａ

２
 
に

対
す

る
未

払
い

賃
金

の
支

払
い

 

キ
 

配
達

用
バ

イ
ク

の
ス

タ
ッ

ド
レ

ス
タ

イ
ヤ

化
 

ク
 

配
達

人
員

等
の

確
保

 

ケ
 

転
送

体
制

の
維

持
強

化
 

コ
 

業
務

内
容

の
変

更
に

際
し

て
は

組
合

と
協

議
を

行
い

同
意

を
得

る
こ

と
。

 

【
争

い
の

な
い

事
実

、
甲

1
5
、

甲
3
8
】

 

(
8
)
 
令

和
２

年
１

月
３

１
日

、
会

社
は

、
 
Ａ

２
 
に

対
し

、
配

達
区

域
と

配
達

部
数

を
再

編

成
す

る
こ

と
を

伝
え

た
。

 

【
審

査
の

全
趣

旨
】

 

(
9
)
 
同

年
２

月
１

日
、
組

合
は

、
Ｂ

１
に

対
し

、
上

記
(
8
)
の

再
編

成
の

取
消

及
び

団
体

交
渉

の
開

催
を

要
求

し
、
そ

れ
を

無
視

し
て

、
労

働
条

件
を

不
利

益
変

更
し

た
場

合
に

は
、
 
Ａ

２
 
に

ス
ト

ラ
イ

キ
を

さ
せ

る
旨

の
通

告
書

並
び

に
上

記
(
7
)
の

事
項

を
記

載
し

た
要

求

書
を

手
交

し
た

。
 

【
争

い
の

な
い

事
実

、
甲

1
6
、

甲
1
7
】

 

(
1
0
)
同

月
２

日
か

ら
同

月
１

３
日

ま
で

の
間

、
 
Ａ

２
 
は

、
組

合
の

指
示

に
従

い
、

ス
ト

ラ

イ
キ

を
行

っ
た

。
こ

れ
に

対
し

、
会

社
は

、
ス

ト
ラ

イ
キ

を
妨

害
し

た
り

、
 
Ａ

２
 
に

対

し
て

ス
ト

ラ
イ

キ
実

施
を

理
由

と
す

る
制

裁
措

置
を

と
る

こ
と

は
な

か
っ

た
。

 

【
争

い
の

な
い

事
実

】
 

(
1
1
)
同

月
３

日
か

ら
同

月
１

２
日

ま
で

の
間

、
組

合
は

、
 

 
Ｃ

５
店

 
 

及
び

 
 

Ｃ
４

店
 

 
に

お
い

て
、

会
社

へ
の

抗
議

等
を

目
的

と
し

て
ビ

ラ
ま

き
を

行
っ

た
。

こ
れ

に
対

し
、

会
社

は
、

当
該

ビ
ラ

ま
き

行
為

を
妨

害
し

た
り

、
当

該
ビ

ラ
ま

き
行

為
を

理
由

と
す

る
制

裁
措

置
を

と
る

よ
う

な
こ

と
は

な
か

っ
た

。
 

【
争

い
の

な
い

事
実

】
 

(
1
2
)
同

月
１

３
日

、
会

社
と

組
合

と
の

間
で

第
１

回
団

体
交

渉
が

開
催

さ
れ

た
。

こ
の

団
体

交
渉

の
概

要
は

次
の

と
お

り
で

あ
っ

た
。

 

ア
 

参
加

者
 

(
ｱ
)
 
組

合
側

 

組
合

執
行

委
員

長
 

Ａ
１

 
（

以
下

「
Ａ

１
」

と
い

う
。

）
、

 
Ａ

２
 
ほ

か
４

名
 

(
ｲ
)
 
会

社
側

 

Ｂ
１

及
び

 
 

Ｃ
４

店
 

 
店

長
 

Ｂ
２

 
（

以
下

「
Ｂ

２
」

と
い

う
。

）
 

イ
 

要
求

事
項

に
対

す
る

会
社

の
説

明
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会
社

は
、

組
合

か
ら

の
要

求
事

項
に

対
し

、
要

旨
以

下
の

と
お

り
説

明
し

た
。

 

(
ｱ
)
 
雇

用
契

約
書

を
作

成
し

て
い

な
い

こ
と

を
謝

罪
す

る
こ

と
及

び
雇

用
契

約
書

を
区

域
編

成
後

に
作

成
す

る
こ

と
。

 

(
ｲ
)
 
労

働
保

険
に

は
加

入
済

み
で

あ
る

こ
と

。
 

(
ｳ
)
 
就

業
規

則
は

現
在

な
い

の
で

、
こ

れ
か

ら
作

り
た

い
こ

と
。

 

(
ｴ
)
 
 
Ａ

２
 
に

法
定

休
日

が
与

え
ら

れ
て

い
な

い
こ

と
に

つ
い

て
謝

罪
し

、
手

当
を

支

払
う

こ
と

。
 

(
ｵ
)
 
 
Ａ

２
 
に

対
す

る
未

払
い

賃
金

を
支

払
う

こ
と

。
 

ウ
 

会
社

の
状

況
に

つ
い

て
 

会
社

は
、

会
社

が
事

業
を

は
じ

め
る

に
当

た
っ

て
の

状
況

等
に

つ
い

て
、

要
旨

以
下

の
と

お
り

説
明

し
た

。
 

(
ｱ
)
 
会

社
と

は
別

の
法

人
が

、
平

成
２

９
年

中
か

ら
 

 
Ｃ

４
店

 
 

を
経

営
し

て
い

た
こ

と
。

 

(
ｲ
)
 
 

 
Ｃ

５
店

 
 

の
経

営
に

係
る

 
 

 
 

Ｃ
１

会
社

 
 

 
 

（
以

下
「

Ｃ
１

会
社

」
と

い
う

。
）

と
の

契
約

は
、

 
Ｃ

７
会

社
 
が

契
約

解
除

を
し

た
後

に
Ｂ

１
が

契
約

し
た

こ
と

。
 

(
ｳ
)
 
令

和
元

年
１

０
月

以
降

の
 
Ａ

２
 
に

対
す

る
給

料
の

支
払

い
は

、
会

社
が

行
っ

て

い
た

こ
と

。
 

(
ｴ
)
 
 

 
Ｃ

４
店

 
 

と
 

 
Ｃ

５
店

 
 

の
経

営
を

統
合

す
る

こ
と

。
 

(
ｵ
)
 
 
Ｃ

７
会

社
 
の

 
Ａ

２
 
と

の
雇

用
契

約
は

、
会

社
に

引
き

継
が

れ
て

お
ら

ず
、

新

た
な

も
の

に
な

っ
て

い
る

こ
と

。
 

エ
 

 
Ａ

２
 
の

労
働

条
件

に
つ

い
て

 

会
社

は
、

組
合

に
対

し
、

令
和

２
年

１
月

分
ま

で
は

 
Ｃ

７
会

社
 
と

同
額

の
給

料
を

支
払

う
約

束
を

し
た

上
で

、
今

後
は

、
１

日
当

た
り

の
配

達
件

数
４

０
０

件
、

配
達

終

了
時

刻
午

前
５

時
３

０
分

を
目

標
に

、
朝

刊
配

達
業

務
の

み
で

あ
れ

ば
１

日
当

た
り

の

給
料

を
３

，
９

７
３

円
（

時
給

換
算

で
１

，
２

０
０

円
程

度
）

、
労

働
時

間
を

３
時

間

３
０

分
と

し
た

い
こ

と
、

さ
ら

に
こ

れ
ま

で
ど

お
り

の
給

料
を

希
望

す
る

の
で

あ
れ

ば
、

朝
刊

配
達

に
加

え
て

他
の

業
務

を
担

当
し

て
も

ら
い

た
い

こ
と

を
伝

え
た

。
 

そ
れ

に
対

し
、

 
Ａ

２
 
は

、
朝

刊
配

達
に

加
え

て
、

そ
れ

以
外

の
業

務
を

担
当

す
る

こ
と

を
承

諾
す

る
旨

回
答

し
た

が
、

組
合

か
ら

反
対

意
見

が
示

さ
れ

た
。

 

【
甲

2
6
、

甲
4
2
】

 

(
1
3
)
第

１
回

団
体

交
渉

の
後

、
 
Ａ

２
 
は

、
朝

刊
配

達
終

了
後

、
午

前
６

時
ま

で
店

内
雑

務

を
す

る
こ

と
と

な
っ

た
。

 
Ａ

２
 
は

、
第

１
回

団
体

交
渉

時
点

で
、

会
社

業
務

外
に

て
負

傷
し

て
い

た
た

め
、

会
社

へ
の

復
帰

は
、

負
傷

の
回

復
次

第
と

な
っ

た
。

 

【
争

い
の

な
い

事
実

】
 

３
 

 
Ａ

２
 
の

就
労

状
況

等
（

 
 

Ｃ
４

店
 

 
（

解
雇

通
知

ま
で

）
）

 

(
1
)
 
令

和
２

年
２

月
２

２
日

、
 
Ａ

２
 
は

、
会

社
に

復
帰

し
、

同
日

か
ら

 
 

Ｃ
４

店
 

 

に
お

い
て

、
１

日
当

た
り

３
６

０
部

を
配

達
す

る
こ

と
と

な
っ

た
。

同
日

か
ら

同
年

３
月

５
日

ま
で

の
間

、
 
Ａ

２
 
は

、
臨

時
配

達
員

に
追

従
し

て
配

達
し

た
。

 

【
争

い
の

な
い

事
実

】
 

(
2
)
 
同

年
５

月
３

日
、

組
合

は
、

会
社

に
対

し
、

次
の

事
項

に
関

す
る

要
求

書
を

提
出

し
、

同
月

２
９

日
ま

で
の

団
体

交
渉

の
開

催
を

申
入

れ
た

。
 

ア
 

就
業

規
則

の
写

し
及

び
雇

用
契

約
書

の
交

付
 

イ
 

法
定

休
日

の
保

障
 

ウ
 

勤
務

割
表

の
掲

示
 

エ
 

か
つ

て
勤

務
割

を
掲

示
し

て
い

た
黒

板
を

撤
去

し
た

理
由

の
説

明
 

オ
 

人
員

の
確

保
 

カ
 

法
定

休
日

に
出

勤
さ

せ
る

場
合

の
代

休
の

付
与

又
は

割
増

賃
金

の
支

給
 

キ
 

未
払

い
賃

金
の

支
払

時
期

の
早

期
化

 

ク
 

新
聞

包
装

機
の

追
加

設
置

 

ケ
 

順
路

帳
の

適
宜

更
新

 

コ
 

燃
料

の
保

管
方

法
の

改
善

 

【
甲

1
8
】

 

(
3
)
 
同

月
１

０
日

か
ら

同
月

１
７

日
ま

で
の

間
、

会
社

と
組

合
と

の
間

で
、

パ
ー

ト
タ

イ
マ

ー
就

業
規

則
（

以
下

「
就

業
規

則
」

と
い

う
。

）
を

作
成

す
る

た
め

の
電

子
メ

ー
ル

に
よ

る
協

議
が

行
わ

れ
た

。
協

議
に

お
い

て
、

Ｂ
１

は
、

組
合

に
対

し
て

就
業

規
則

案
等

を
提

示
し

、
組

合
か

ら
の

意
見

に
対

し
て

は
修

正
す

る
な

ど
し

て
丁

重
に

対
応

し
た

。
 

【
甲

６
、

甲
７

、
甲

８
】

 

(
4
)
 
同

月
１

９
日

、
会

社
と

組
合

と
の

間
で

第
２

回
団

体
交

渉
が

開
催

さ
れ

た
。

こ
の

団
体

交
渉

の
概

要
は

次
の

と
お

り
で

あ
っ

た
。

 

ア
 

参
加

者
 

(
ｱ
)
 
組

合
側

 

Ａ
１

、
 
Ａ

２
 
ほ

か
６

名
 

(
ｲ
)
 
会

社
側

 

- 25 -



Ｂ
１

及
び

Ｂ
２

 

イ
 

要
求

事
項

に
対

す
る

会
社

の
説

明
 

会
社

は
、

組
合

か
ら

の
要

求
事

項
に

対
し

、
要

旨
以

下
の

と
お

り
説

明
し

た
。

 

(
ｱ
)
 
就

業
規

則
の

作
成

作
業

の
状

況
 

(
ｲ
)
 
燃

料
の

保
管

方
法

に
つ

い
て

改
善

す
る

よ
う

指
示

す
る

こ
と

。
 

(
ｳ
)
 
新

た
な

配
達

区
域

を
担

当
す

る
際

に
、

指
導

に
当

た
っ

た
臨

時
配

達
員

が
順

路
帳

に
記

載
さ

れ
た

順
序

と
は

異
な

る
順

序
で

配
達

し
た

こ
と

を
謝

罪
す

る
こ

と
。

 

(
ｴ
)
 
（

朝
残

業
分

の
）

未
払

い
の

給
料

を
支

払
う

こ
と

。
 

(
ｵ
)
 
給

料
の

支
払

い
不

足
分

は
、

特
別

手
当

と
し

て
既

に
支

払
い

を
済

ま
せ

て
い

る
こ

と
。

 

(
ｶ
)
 
順

路
帳

の
記

載
内

容
に

間
違

い
が

あ
る

場
合

に
は

、
そ

の
旨

指
摘

が
あ

れ
ば

対
応

す
る

こ
と

。
 

(
ｷ
)
 
勤

務
割

表
は

常
に

掲
示

し
て

お
く

こ
と

。
 

(
ｸ
)
 
休

暇
に

関
し

て
改

善
し

た
こ

と
。

 

(
ｹ
)
 
配

達
用

バ
イ

ク
の

点
検

等
に

つ
い

て
は

、
異

変
が

生
じ

た
都

度
連

絡
し

て
も

ら
い

た
い

こ
と

。
 

ウ
 

 
Ａ

２
 
の

労
働

条
件

に
つ

い
て

の
会

社
の

提
案

と
組

合
の

見
解

 

会
社

は
、

 
Ａ

２
 
に

対
し

、
配

達
を

午
前

１
時

３
０

分
か

ら
開

始
し

た
場

合
、

合
間

に
休

憩
を

取
る

前
提

で
、

原
則

午
前

５
時

３
０

分
ま

で
に

は
終

了
し

て
も

ら
い

た
い

こ

と
、

配
達

が
遅

れ
た

場
合

午
前

６
時

ま
で

は
余

裕
を

見
て

い
る

こ
と

、
同

年
２

月
及

び

３
月

の
給

料
に

つ
い

て
は

１
時

間
当

た
り

１
，

２
５

０
円

、
１

日
の

労
働

時
間

を
４

時

間
（

休
憩

時
間

を
含

む
。

）
と

し
て

計
算

し
て

い
る

こ
と

、
始

業
時

刻
を

午
前

１
時

１

５
分

と
す

る
こ

と
、

時
給

で
給

料
の

計
算

を
し

て
い

る
の

は
 
Ａ

２
 
の

み
で

あ
る

こ

と
、

仕
事

の
合

間
に

３
０

分
の

休
憩

時
間

を
取

っ
て

も
ら

い
た

い
こ

と
等

を
伝

え
た

。
 

こ
れ

に
対

し
、

組
合

は
、

配
達

に
要

す
る

時
間

は
、

配
達

業
務

に
従

事
し

て
い

る
者

が
実

際
に

配
達

に
要

す
る

時
間

の
平

均
を

取
る

べ
き

で
あ

る
と

主
張

し
た

。
 

エ
 

 
Ａ

２
 
の

配
達

に
要

す
る

時
間

に
つ

い
て

の
会

社
の

提
案

 

会
社

は
、

 
Ａ

２
 
の

新
聞

配
達

に
要

す
る

時
間

に
つ

い
て

、
上

記
ウ

の
と

お
り

４
時

間
（

休
憩

時
間

を
含

む
。

）
を

想
定

し
て

い
る

と
し

、
実

際
に

要
す

る
時

間
及

び
休

憩

時
間

を
確

認
す

る
た

め
、

Ｇ
Ｐ

Ｓ
に

よ
る

測
定

を
提

案
し

た
。

 

こ
れ

に
対

し
、

組
合

は
、

測
定

を
承

諾
し

た
が

、
ま

ず
は

１
度

追
走

し
て

は
ど

う
か

と
の

意
見

を
表

明
し

た
。

 

会
社

は
、

追
走

に
つ

い
て

実
施

を
了

承
し

た
。

併
せ

て
、

 
Ａ

２
 
を

配
達

終
了

後
に

午
前

６
時

ま
で

業
務

に
従

事
さ

せ
る

こ
と

を
取

り
や

め
、

 
Ａ

２
 
に

対
し

、
配

達
終

了

次
第

退
社

す
る

よ
う

指
示

し
た

。
 

【
甲

2
7
、

甲
4
2
】

 

(
5
)
 
同

年
５

月
３

０
日

、
第

２
回

団
体

交
渉

の
結

果
を

受
け

、
Ｂ

２
は

、
組

合
の

組
合

員
で

あ
り

、
 
Ａ

２
 
の

母
で

あ
る

 
Ａ

３
 

（
以

下
「

 
Ａ

３
 

」
と

い
う

。
）

と
共

に
、

新

聞
配

達
を

行
う

 
Ａ

２
 
を

追
走

し
た

。
 

同
日

に
お

け
る

 
Ａ

２
 
の

タ
イ

ム
カ

ー
ド

上
の

出
勤

時
刻

は
午

前
１

時
１

分
、

退
勤

時

間
は

午
前

５
時

３
２

分
で

あ
っ

た
。

配
達

途
中

、
Ｂ

２
の

指
摘

に
よ

り
１

件
の

新
聞

の
届

け
忘

れ
（

会
社

で
は

こ
れ

を
不

着
と

表
現

し
て

い
る

た
め

、
以

下
こ

れ
を

「
不

着
」

と
い

う
。

）
が

未
然

に
防

が
れ

た
。

Ｂ
２

は
、

 
Ａ

２
 
の

配
達

に
つ

い
て

は
、

し
っ

か
り

し
た

も
の

で
あ

る
、

早
歩

き
が

後
半

に
な

る
ほ

ど
遅

く
な

る
、

と
の

評
価

を
し

た
。

 

【
争

い
の

な
い

事
実

、
甲

6
0
、

甲
6
1
、

甲
6
5
、

乙
３

の
３

、
 
Ａ

２
 
証

言
（

2
3
頁

）
、

Ｂ
２

証
言

（
６

頁
）

】
 

(
6
)
 
第

２
回

団
体

交
渉

の
結

果
を

踏
ま

え
、

同
月

２
４

日
か

ら
同

年
６

月
９

日
ま

で
の

間
、

会
社

と
組

合
と

の
間

で
、

就
業

規
則

を
修

正
す

る
た

め
の

電
子

メ
ー

ル
に

よ
る

協
議

が
行

わ
れ

た
。

協
議

に
当

た
っ

て
、

Ｂ
１

は
、

組
合

に
対

し
、

組
合

の
意

見
を

踏
ま

え
た

就
業

規
則

の
修

正
案

を
複

数
回

提
示

す
る

な
ど

し
た

。
 

同
月

１
５

日
、

会
社

は
、

 
Ａ

２
 
の

意
見

書
を

添
え

て
、

就
業

規
則

を
足

利
労

働
基

準

監
督

署
宛

て
提

出
し

た
。

 
Ａ

２
 
の

意
見

書
に

は
、

「
み

な
し

休
業

時
間

と
い

う
の

は
常

識
的

に
言

っ
て

認
め

ら
れ

な
い

と
考

え
る

。
よ

っ
て

反
対

す
る

。
」

、
「

管
理

職
（

略
）

の
把

握
す

る
（

配
達

速
度

は
全

社
員

の
平

均
時

間
を

参
考

に
）
時

間
を

労
働

時
間

と
す

る
。

配
達

時
間

の
相

違
が

あ
る

場
合

、
全

社
員

の
平

均
時

間
速

度
を

元
に

算
出

す
る

。
」
、
「

と

あ
る

が
、

こ
の

方
法

で
タ

イ
ム

カ
ー

ド
以

上
に

労
働

時
間

を
正

確
に

把
握

す
る

こ
と

が
で

き
る

と
は

思
え

ず
、

こ
れ

に
反

対
す

る
。

」
等

と
記

載
さ

れ
て

い
た

。
 

就
業

規
則

に
お

け
る

朝
刊

業
務

の
始

終
業

時
刻

等
に

つ
い

て
は

、
始

業
時

刻
を

午
前

１

時
１

５
分

、
終

業
時

刻
を

午
前

５
時

４
５

分
及

び
休

憩
時

間
を

３
０

分
間

と
し

、
こ

れ
以

外
の

勤
務

パ
タ

ー
ン

に
つ

い
て

は
、

雇
用

契
約

時
に

個
別

に
定

め
る

と
し

た
。

 

ま
た

、
就

業
規

則
第

３
７

条
第

１
項

に
は

「
パ

ー
ト

タ
イ

マ
ー

が
、

次
の

い
ず

れ
か

に

該
当

す
る

と
き

は
解

雇
す

る
。

」
と

規
定

さ
れ

、
同

項
第

１
号

に
は

「
勤

務
成

績
ま

た
は

業
務

能
率

が
著

し
く

不
良

で
、

向
上

の
見

込
み

が
な

く
、

他
の

職
務

に
も

転
換

で
き

な
い

等
、

就
業

に
適

さ
な

い
と

認
め

ら
れ

る
と

き
」

と
規

定
さ

れ
て

い
た

。
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さ
ら

に
、

就
業

規
則

第
４

０
条

第
１

項
に

は
「

パ
ー

ト
タ

イ
マ

ー
が

次
の

各
号

の
い

ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き
は

、
け

ん
責

処
分

と
す

る
。

」
と

規
定

さ
れ

、
同

項
第

１
号

に
は

「
正

当
な

理
由

な
く

欠
勤

し
た

と
き

」
と

規
定

さ
れ

て
い

た
。

 

【
審

査
の

全
趣

旨
、

甲
1
0
、

甲
1
1
、

甲
1
2
、

甲
1
4
、

甲
2
5
】

 

(
7
)
 
同

年
７

月
２

６
日

、
組

合
は

、
会

社
に

対
し

、
第

２
回

団
体

交
渉

の
結

果
及

び
就

業
規

則
の

施
行

を
踏

ま
え

、
次

の
事

項
に

関
す

る
要

求
書

を
提

出
し

、
同

年
８

月
２

１
日

ま
で

の
団

体
交

渉
の

開
催

を
申

入
れ

た
。

 

ア
 

全
従

業
員

に
対

す
る

雇
用

契
約

書
の

交
付

 

イ
 

就
業

規
則

に
規

定
さ

れ
た

基
本

給
、

朝
刊

手
当

及
び

無
苦

情
手

当
並

び
に

給
与

支
払

明
細

書
に

記
載

さ
れ

た
特

別
手

当
及

び
朝

刊
手

当
に

つ
い

て
の

説
明

 

【
審

査
の

全
趣

旨
、

甲
1
9
】

 

(
8
)
 
同

年
８

月
１

１
日

、
 
Ａ

２
 
が

無
断

欠
勤

（
会

社
で

は
、

こ
れ

を
「

欠
配

」
と

表
現

し

て
い

る
。

）
し

た
た

め
、

Ｂ
２

が
電

話
を

し
た

と
こ

ろ
、

 
Ａ

２
 
は

、
休

日
と

勘
違

い
し

た
こ

と
に

気
づ

き
、

飲
酒

し
て

い
た

た
め

出
勤

で
き

な
い

と
述

べ
た

。
し

か
し

、
深

刻
な

反
省

や
謝

罪
の

言
葉

を
口

に
す

る
こ

と
は

な
か

っ
た

。
 

【
審

査
の

全
趣

旨
、

争
い

の
な

い
事

実
、

 
Ａ

２
 
証

言
（

4
1
頁

）
、

Ｂ
２

証
言

（
37

頁
）

】
 

(
9
)
 
同

月
１

２
日

、
 
Ａ

２
 
は

、
会

社
に

出
勤

後
、

Ｂ
２

に
対

し
、

無
断

欠
勤

し
た

こ
と

を

謝
罪

し
た

。
同

日
以

降
、

 
Ａ

２
 
は

、
継

続
し

て
新

聞
配

達
業

務
に

従
事

し
た

。
 

【
甲

6
2
、

乙
３

の
６

、
 
Ａ

２
 
証

言
（

4
2
頁

）
、

Ｂ
２

証
言

（
3
8
頁

）
】

 

(
1
0
)
令

和
２

年
２

月
か

ら
同

年
８

月
ま

で
の

 
Ａ

２
 
の

不
着

件
数

は
、

会
社

の
記

録
に

よ
れ

ば
次

の
と

お
り

で
あ

り
、

同
年

７
月

を
除

く
と

 
 

Ｃ
４

店
 

 
に

お
け

る
配

達
地

区
当

た
り

の
平

均
不

着
件

数
を

超
え

て
い

た
。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
平

均
不

着
件

数
）

 

 
 

 
令

和
２

年
３

月
 

 
 

 
１

６
件

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
約

５
．

９
件

 

 
 

 
令

和
２

年
４

月
 

 
 

 
 

８
件

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
約

４
．

３
件

 

 
 

 
令

和
２

年
５

月
 

 
 

 
１

５
件

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

６
件

 

 
 

 
令

和
２

年
６

月
 

 
 

 
 

７
件

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
約

３
．

９
件

 

 
 

 
令

和
２

年
７

月
 

 
 

 
 

３
件

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
約

４
．

１
件

 

 
 

 
令

和
２

年
８

月
（

１
日

～
２

１
日

）
 

１
１

件
 

 
 

 
 

 
約

４
．

３
件

 

【
甲

5
2
の

９
～

1
1
、

乙
２

の
１

～
６

】
 

(
1
1
)
同

年
７

月
１

日
か

ら
８

月
１

９
日

ま
で

の
期

間
に

お
け

る
 
Ａ

２
 
の

平
均

配
達

終
了

時
刻

は
、

 
 

Ｃ
４

店
 

 
の

全
従

業
員

の
平

均
時

刻
と

比
べ

、
２

５
分

程
度

遅
い

も
の

で
あ

っ
た

。
 

ま
た

、
同

期
間

に
お

け
る

配
達

終
了

時
刻

が
午

前
６

時
を

過
ぎ

た
日

数
は

、
２

４
日

で

あ
っ

た
。

 

な
お

、
会

社
は

、
配

達
が

終
わ

っ
た

の
が

午
前

６
時

を
過

ぎ
た

場
合

及
び

午
前

６
時

ま

で
に

配
達

を
し

た
も

の
の

そ
の

時
刻

が
午

前
５

時
３

０
分

を
過

ぎ
、

か
つ

、
配

達
先

の
顧

客
か

ら
苦

情
が

あ
っ

た
場

合
を

、
遅

配
と

称
し

て
い

た
（

以
下

「
遅

配
」

と
い

う
。

）
。

 

【
審

査
の

全
趣

旨
、

甲
5
4
、

甲
6
2
】

 

(
1
2
)
同

月
２

１
日

、
会

社
と

組
合

と
の

間
で

第
３

回
団

体
交

渉
が

開
催

さ
れ

た
。

こ
の

団
体

交
渉

の
概

要
は

次
の

と
お

り
で

あ
っ

た
。

 

ア
 

参
加

者
 

(
ｱ
)
 
組

合
側

 

Ａ
１

、
 
Ａ

２
 
ほ

か
３

名
 

(
ｲ
)
 
会

社
側

 

Ｂ
２

及
び

 
 

 
Ｂ

３
 

 
 

（
以

下
「

Ｂ
３

」
と

い
う

。
）

 

イ
 

要
求

事
項

に
対

す
る

会
社

の
説

明
 

(
ｱ
)
 
同

年
９

月
末

ま
で

に
、

全
従

業
員

に
対

し
雇

用
契

約
書

を
交

付
す

る
こ

と
。

 

(
ｲ
)
 
Ｂ

１
が

参
加

し
て

お
ら

ず
Ｂ

２
で

は
詳

細
が

不
明

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

各
手

当
の

説
明

に
つ

い
て

は
次

回
の

団
体

交
渉

に
持

ち
越

し
た

い
こ

と
。

 

ウ
 

Ｂ
３

に
よ

る
 
Ａ

２
 
の

労
働

条
件

の
確

認
 

Ｂ
３

は
、

 
Ａ

２
 
の

 
Ｃ

７
会

社
 
に

お
け

る
勤

務
の

状
況

、
 
Ａ

２
 
の

配
達

担
当

区

域
の

変
更

に
つ

い
て

の
経

緯
、

組
合

が
会

社
を

把
握

し
た

経
緯

、
こ

れ
ま

で
開

催
さ

れ

た
団

体
交

渉
の

経
緯

等
概

要
及

び
第

３
回

団
体

交
渉

時
点

で
の

 
Ａ

２
 
の

労
働

条
件

が
時

給
１

，
２

５
０

円
で

１
日

当
た

り
４

時
間

４
５

分
（

休
憩

時
間

な
し

）
、

３
３

０

部
の

朝
刊

配
達

で
あ

る
こ

と
を

確
認

し
た

。
 

エ
 

 
Ａ

２
 
の

不
着

及
び

欠
配

（
無

断
欠

勤
）

に
対

す
る

会
社

の
対

応
 

Ｂ
２

は
、

「
ほ

ん
と

死
活

問
題

な
の

で
す

よ
ね

。
新

聞
止

ま
っ

ち
ゃ

う
ん

で
す

よ
不

着
っ

て
。

」
と

発
言

す
る

な
ど

し
て

、
組

合
に

対
し

、
不

着
が

会
社

に
と

っ
て

大
き

な

影
響

が
あ

る
こ

と
を

説
明

し
た

。
 

Ｂ
３

は
、

 
Ａ

２
 
に

対
し

、
不

着
が

多
い

こ
と

及
び

無
断

欠
勤

を
し

た
上

、
Ｂ

２
に

対
し

て
口

答
え

を
し

た
こ

と
に

つ
い

て
、

Ｂ
１

が
「

許
す

わ
け

に
は

い
け

な
い

」
と

述

べ
て

い
た

こ
と

を
伝

え
た

。
 

Ｂ
３

は
、

 
Ａ

２
 
の

現
在

の
給

料
は

他
の

従
業

員
に

比
し

て
高

い
と

述
べ

、
 
Ａ

２
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に
対

し
、

他
の

従
業

員
と

同
程

度
の

労
働

条
件

で
の

雇
用

契
約

を
承

諾
し

な
い

限
り

継

続
し

て
雇

用
す

る
こ

と
は

難
し

い
と

述
べ

た
上

で
、

同
月

末
日

ま
で

有
給

と
は

す
る

も

の
の

出
社

し
な

い
よ

う
伝

え
た

。
 

オ
 

Ｂ
３

の
立

場
に

つ
い

て
 

組
合

が
Ｂ

３
の

立
場

を
確

認
し

た
と

こ
ろ

、
Ｂ

３
は

、
「

弁
護

士
の

資
格

は
現

在
保

持
し

て
は

い
ま

せ
ん

。
た

だ
、

弁
護

士
事

務
所

の
人

間
だ

と
思

っ
て

い
た

だ
い

て
結

構

で
す

」
、

「
Ｂ

１
社

長
か

ら
委

任
を

受
け

た
の

で
私

も
 

 
Ｙ

会
社

 
 

の
人

間
と

い
う

立
場

で
喋

ら
せ

て
く

だ
さ

い
。

」
等

と
発

言
し

た
。

 

カ
 

Ｃ
１

会
社

の
意

向
に

つ
い

て
 

Ｂ
３

は
、

「
 
Ｃ

１
会

社
 
の

社
員

が
、

今
は

コ
ロ

ナ
な

の
で

ズ
ー

ム
に

よ
る

電
話

訪

店
と

い
う

の
が

あ
る

ん
で

す
。

で
そ

の
時

に
欠

配
の

事
実

が
伝

わ
り

、
な

ん
じ

ゃ
こ

り

ゃ
と

い
う

話
に

な
っ

て
し

ま
っ

て
」

、
「

そ
こ

で
欠

配
の

事
実

が
発

覚
し

、
そ

れ
に

対

し
て

ど
う

い
う

経
営

を
し

て
い

る
ん

だ
と

い
う

指
摘

を
受

け
て

し
ま

い
」

、
「

態
度

を

豹
変

さ
せ

た
。

」
、

「
Ｂ

１
社

長
が

ね
。

今
ま

で
は

Ａ
２

さ
ん

の
こ

と
を

そ
れ

な
り

に

評
価

し
て

い
て

、
ま

あ
い

い
か

、
ま

あ
い

い
か

、
ま

あ
い

い
か

と
見

て
き

た
ん

で
す

け

ど
、

一
度

欠
配

と
い

う
こ

と
が

あ
り

、
そ

れ
を

担
当

指
摘

を
受

け
て

し
ま

う
と

、
も

う

大
目

に
は

見
れ

な
い

、
と

。
と

て
も

じ
ゃ

な
い

け
ど

も
う

無
理

だ
と

い
う

風
に

態
度

を

変
え

ら
れ

た
」

、
「

一
度

そ
の

、
社

の
方

か
ら

指
摘

を
受

け
、

事
実

と
し

て
欠

配
と

い

う
事

実
が

あ
っ

た
以

上
、

そ
う

す
る

と
今

ま
で

の
不

着
率

と
か

、
あ

と
そ

の
他

の
従

業

員
と

の
給

与
体

系
の

バ
ラ

ン
ス

、
ま

た
そ

う
い

う
労

働
組

合
員

と
し

て
の

勧
誘

活
動

等

も
加

味
し

た
時

に
、

や
は

り
社

と
し

て
は

、
何

ら
か

の
手

を
打

つ
べ

し
と

い
う

指
摘

を

受
け

て
し

ま
う

の
は

当
然

の
こ

と
だ

と
思

い
ま

す
。

」
等

と
発

言
し

、
Ｂ

１
が

 
Ａ

２
 

へ
の

対
応

を
決

め
た

こ
と

の
理

由
と

し
て

、
Ｃ

１
会

社
が

会
社

の
経

理
状

況
等

の
点

検
・

確
認

等
（

以
下

「
訪

問
点

検
」

と
い

う
。

）
を

行
っ

た
際

に
、

会
社

に
対

し
て

、

 
Ａ

２
 
の

無
断

欠
勤

に
関

し
て

何
ら

か
の

手
を

打
つ

べ
し

と
指

摘
を

し
た

こ
と

を
挙

げ
た

。
 

【
甲

2
8
、

甲
4
2
】

 

４
 

 
Ａ

２
 
へ

の
解

雇
通

知
か

ら
本

件
救

済
申

立
て

に
至

る
ま

で
の

経
緯

 

(
1
)
 
同

年
８

月
３

０
日

、
会

社
と

組
合

と
の

間
で

第
４

回
団

体
交

渉
が

開
催

さ
れ

た
。

こ
の

団
体

交
渉

の
概

要
は

次
の

と
お

り
で

あ
っ

た
。

 

ア
 

参
加

者
 

(
ｱ
)
 
組

合
側

 

Ａ
１

、
 
Ａ

２
 
ほ

か
１

名
 

(
ｲ
)
 
会

社
側

 

Ｂ
１

、
Ｂ

２
及

び
Ｂ

３
 

イ
 

Ｂ
３

に
つ

い
て

 

会
社

は
、

同
席

し
た

Ｂ
３

の
立

場
に

つ
い

て
、

Ｃ
１

会
社

の
人

間
で

は
な

い
こ

と
、

Ｃ
１

会
社

の
委

任
は

な
い

こ
と

及
び

Ｂ
１

の
委

任
を

受
け

て
い

る
の

み
で

、
今

回
は

ア

シ
ス

タ
ン

ト
を

務
め

て
い

る
こ

と
を

伝
え

た
。

 

ウ
 

会
社

の
提

示
し

た
条

件
と

そ
れ

に
対

す
る

組
合

の
回

答
 

Ｂ
３

は
、

 
Ａ

２
 
の

無
断

欠
勤

や
そ

の
後

の
言

い
分

、
経

営
的

な
課

題
等

を
含

め
て

考
慮

し
た

結
果

、
Ｂ

１
が

、
会

社
の

従
業

員
全

て
を

月
給

制
に

す
る

と
結

論
づ

け
た

こ

と
を

伝
え

、
労

働
条

件
通

知
書

を
提

示
し

た
。

労
働

条
件

通
知

書
の

内
容

は
、

以
下

の

と
お

り
で

あ
っ

た
。

 

(
ｱ
)
 
雇

用
期

間
 

令
和

２
年

９
月

１
日

～
令

和
３

年
８

月
３

１
日

 

(
ｲ
)
 
業

務
内

容
 

雇
用

主
が

取
り

扱
う

新
聞

等
の

配
達

（
主

に
朝

刊
配

達
）

 

(
ｳ
)
 
始

業
終

業
の

 
始

業
 

午
前

１
時

１
５

分
 

 
 

時
刻

 
 

 
 

終
業

 
午

前
５

時
１

５
分

 

(
ｴ
)
 
休

憩
時

間
 

３
０

分
 

(
ｵ
)
 
基

本
賃

金
 

月
給

１
１

０
，

０
０

０
円

 

(
ｶ
)
 
解

雇
の

事
由

 
原

則
、

当
社

就
業

規
則

に
よ

る
 

 
 

及
び

手
続

 
 

(
ｷ
)
 
契

約
更

新
の

 
更

新
す

る
場

合
が

あ
り

得
る

 

 
 

有
無

 

会
社

は
、

 
Ａ

２
 
が

こ
の

労
働

条
件

を
承

諾
す

れ
ば

、
雇

用
を

継
続

す
る

予
定

で
あ

っ
た

。
 

組
合

は
、

提
示

さ
れ

た
労

働
条

件
に

つ
い

て
検

討
し

、
そ

の
上

で
「

こ
れ

は
飲

め
な

い
」

と
回

答
し

た
。

 

エ
 

 
Ａ

２
 
へ

の
解

雇
通

知
 

Ｂ
１

は
、

組
合

に
対

し
、

上
記

ウ
の

労
働

条
件

を
承

諾
で

き
な

け
れ

ば
解

雇
す

る
と

し
て

、
解

雇
通

知
書

を
手

交
し

た
。

解
雇

通
知

書
の

内
容

は
、

以
下

の
と

お
り

で
あ

っ

た
。

 

解
 

雇
 

日
 

令
和

２
年

９
月

３
０

日
 

解
雇

予
告

日
 

令
和

２
年

８
月

３
０

日
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解
雇

の
理

由
 

正
当

な
る

理
由

な
く

、
配

達
業

務
に

お
い

て
不

着
お

よ
び

遅
配

、
そ

し
て

欠
配

を
し

、
会

社
に

多
大

な
る

損
害

を
与

え
た

た
め

 

そ
 

の
 

他
 

今
ま

で
の

貴
殿

の
勤

務
功

績
を

鑑
み

て
、

３
０

日
前

通
知

で
は

あ
り

ま
す

が
９

月
分

の
基

本
給

を
支

給
し

ま
す

。
 

オ
 

 
Ａ

２
 
へ

の
指

導
と

改
善

の
見

込
み

 

組
合

は
、

会
社

に
対

し
、

 
Ａ

２
 
の

行
動

に
一

定
程

度
の

問
題

を
認

め
た

も
の

の
、

同
人

は
反

省
し

て
お

り
、

問
題

に
つ

い
て

も
改

め
さ

せ
る

こ
と

を
伝

え
た

上
で

、
指

導

期
間

を
設

け
て

、
そ

の
中

の
様

子
を

見
て

、
従

前
の

労
働

条
件

に
戻

す
の

は
ど

う
か

と

提
案

し
た

。
 

会
社

は
、

会
社

が
再

三
注

意
し

た
に

も
関

わ
ら

ず
改

善
や

反
省

、
努

力
が

見
ら

れ
な

い
こ

と
を

主
張

し
た

上
で

、
提

案
に

は
応

じ
ら

れ
な

い
と

回
答

し
た

。
 

【
甲

１
、

甲
2
0
、

甲
2
9
、

甲
4
2
、

Ｂ
２

証
言

（
4
1
頁

）
】

 

(
2
)
 
同

年
９

月
２

０
日

、
組

合
は

、
会

社
及

び
Ｃ

１
会

社
に

対
し

、
解

雇
通

知
の

撤
回

等
を

求
め

、
同

月
３

０
日

ま
で

の
団

体
交

渉
の

開
催

を
申

入
れ

た
。

 

【
審

査
の

全
趣

旨
、

甲
2
1
】

 

(
3
)
 
同

月
２

７
日

、
会

社
は

、
組

合
に

対
し

、
同

月
２

０
日

に
申

入
れ

の
あ

っ
た

団
体

交
渉

の
開

催
に

つ
い

て
は

日
程

が
近

々
過

ぎ
る

等
の

理
由

に
よ

り
改

め
て

期
日

を
設

定
す

る

こ
と

、
 
Ａ

２
 
の

解
雇

通
知

の
撤

回
に

つ
い

て
は

拒
否

す
る

こ
と

等
を

回
答

し
た

。
 

【
争

い
の

な
い

事
実

、
甲

2
2
】

 

(
4
)
 
同

月
３

０
日

、
会

社
は

、
 
Ａ

２
 
を

解
雇

し
た

。
 

【
争

い
の

な
い

事
実

】
 

(
5
)
 
同

年
１

０
月

６
日

、
組

合
は

、
会

社
に

対
し

、
 
Ａ

２
 
の

解
雇

の
無

効
と

地
位

確
認

を

求
め

る
こ

と
、

会
社

が
解

雇
予

告
手

当
と

称
し

て
支

給
し

た
金

銭
に

つ
い

て
は

未
払

い
賃

金
の

一
部

と
し

て
受

け
取

る
こ

と
を

告
げ

た
上

で
、

就
業

規
則

の
写

し
の

交
付

、
 
Ａ

２
 

の
解

雇
処

分
に

か
か

る
就

業
規

則
上

の
根

拠
条

文
、

第
３

回
及

び
第

４
回

団
体

交
渉

に
参

加
し

た
Ｂ

３
の

氏
名

、
所

属
、

役
職

、
団

体
交

渉
に

お
け

る
地

位
等

に
つ

い
て

の
説

明
等

を
求

め
、

同
月

２
３

日
ま

で
に

団
体

交
渉

を
開

催
す

る
よ

う
申

入
れ

を
し

た
。

 

【
審

査
の

全
趣

旨
、

甲
2
3
】

 

(
6
)
 
同

月
１

２
日

、
会

社
は

、
組

合
に

対
し

、
 
Ａ

２
 
の

解
雇

に
関

し
て

、
団

体
交

渉
と

は

別
に

、
会

社
と

組
合

又
は

 
Ａ

２
 
と

の
間

で
意

見
交

換
を

行
う

意
思

の
有

無
に

つ
い

て
確

認
し

た
。

組
合

は
、

意
見

交
換

を
行

う
意

思
は

な
い

と
し

、
意

見
交

換
を

拒
否

し
た

。
 

【
甲

４
、

乙
1
4
の

１
】

 

(
7
)
 
同

年
１

１
月

４
日

、
会

社
と

組
合

と
の

間
で

第
５

回
団

体
交

渉
が

開
催

さ
れ

た
。

会
社

は
、

 
Ａ

２
 
が

就
業

規
則

第
３

７
条

の
規

定
「

勤
務

成
績

ま
た

は
業

務
能

率
が

著
し

く
不

良
で

、
向

上
の

見
込

み
が

な
く

、
他

の
職

務
に

も
転

換
で

き
な

い
等

、
就

業
に

適
さ

な
い

と
認

め
ら

れ
る

と
き

」
に

該
当

し
た

の
で

普
通

解
雇

と
し

た
こ

と
、

解
雇

の
判

断
を

し
た

の
は

Ｂ
３

で
は

な
く

Ｂ
１

で
あ

る
こ

と
、

Ｂ
３

は
Ｃ

１
会

社
及

び
会

社
の

人
間

で
は

な
い

こ
と

、
Ｂ

３
の

名
前

に
つ

い
て

は
承

知
し

て
い

な
い

こ
と

、
Ｂ

３
の

電
話

番
号

を
教

え
る

こ
と

を
拒

否
す

る
こ

と
、

Ｃ
１

会
社

か
ら

Ｂ
３

に
対

す
る

指
示

は
な

い
こ

と
、

第
３

回
団

体
交

渉
は

Ｂ
３

と
Ｂ

２
に

任
せ

た
こ

と
、

Ｃ
１

会
社

の
行

っ
た

訪
問

点
検

に
お

い
て

前
記

の
指

摘
が

あ
っ

た
と

い
う

Ｂ
３

の
発

言
は

虚
偽

で
あ

る
こ

と
を

説
明

し
た

。
 

組
合

は
、

解
雇

通
知

書
の

解
雇

の
理

由
に

「
配

達
業

務
に

お
い

て
不

着
お

よ
び

遅
配

、

そ
し

て
欠

配
を

し
、

会
社

に
多

大
な

る
損

害
を

与
え

た
」

と
あ

る
こ

と
か

ら
、

普
通

解
雇

で
は

な
く

懲
戒

解
雇

で
は

な
い

の
か

と
主

張
し

た
が

、
会

社
は

、
そ

れ
を

認
め

な
か

っ
た

。
 

そ
の

上
で

、
会

社
は

、
会

社
側

の
認

識
と

し
て

は
、

 
Ａ

２
 
の

「
不

着
お

よ
び

遅
配

、

そ
し

て
欠

配
」

の
状

況
が

、
勤

務
成

績
等

の
不

良
に

該
当

し
、

そ
れ

を
指

導
し

て
も

直
ら

な
か

っ
た

の
で

、
普

通
解

雇
と

し
て

い
る

と
応

じ
た

。
 

【
甲

3
0
、

甲
4
2
】

 

(
8
)
 
令

和
３

年
２

月
４

日
、

組
合

は
、

当
委

員
会

へ
本

件
救

済
申

立
て

を
行

っ
た

。
 

【
当

委
員

会
に

顕
著

な
事

実
】

 

(
9
)
 
同

年
８

月
時

点
に

お
け

る
、

 
Ａ

２
 
が

担
当

し
て

い
た

配
達

地
区

を
担

当
す

る
会

社
従

業
員

の
労

働
条

件
は

、
以

下
の

と
お

り
で

あ
っ

た
。

 

ア
 

業
務

内
容

 
チ

ラ
シ

入
れ

、
朝

刊
配

達
業

務
 

イ
 

始
業

終
業

 
始

業
 

午
前

１
時

１
５

分
 

 
 

の
時

刻
 

 
終

業
 

午
前

５
時

３
０

分
 

ウ
 

休
憩

時
間

 
６

０
分

 

エ
 

基
本

賃
金

 
月

給
１

０
０

，
０

０
０

円
 

【
審

査
の

全
趣

旨
】

 

 

第
３

 
判

断
 

１
 

争
点

１
（

会
社

が
、

 
Ａ

２
 
を

解
雇

し
た

こ
と

は
、

労
組

法
第

７
条

第
１

号
の

不
利

益
取

扱
い

に
該

当
す

る
か
（

会
社

に
よ

る
 
Ａ

２
 
の

解
雇

は
、
同

号
に

規
定

す
る

、
組

合
員

で
あ

る

こ
と

等
の

故
を

も
っ

て
労

働
者

を
解

雇
し

た
と

い
え

る
か

。
）

。
）

 

(
1
)
 
組

合
の

主
張

の
要

旨
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ア
 

次
の

と
お

り
、

本
件

解
雇

は
合

理
性

・
相

当
性

を
欠

い
て

い
た

。
 

(
ｱ
)
 
本

件
解

雇
は

、
会

社
が

 
Ａ

２
 
に

対
し

賃
金

の
引

下
げ

に
応

じ
る

よ
う

求
め

、
引

下
げ

に
応

じ
な

か
っ

た
が

た
め

に
な

さ
れ

た
も

の
で

あ
り

、
不

当
で

あ
る

。
 

(
ｲ
)
 
会

社
は

、
 
Ａ

２
 
の

解
雇

の
理

由
を

、
 
Ａ

２
 
が

「
不

着
お

よ
び

遅
配

、
そ

し
て

欠
配

」
に

よ
り

会
社

に
損

害
を

与
え

た
こ

と
、

 
Ａ

２
 
の

能
力

が
不

足
し

て
い

る
こ

と
及

び
 
Ａ

２
 
に

改
善

の
見

込
み

が
な

い
こ

と
と

し
て

い
る

。
 
Ａ

２
 
の

不
着

や
無

断
欠

勤
等

に
つ

い
て

は
、

指
導

不
足

等
の

会
社

の
帰

責
事

由
も

あ
る

こ
と

か
ら

、
こ

れ
ら

は
、

解
雇

の
理

由
と

し
て

不
十

分
で

あ
る

。
 

(
ｳ
)
 
 
Ａ

２
 
の

解
雇

理
由

に
つ

い
て

、
会

社
は

、
 
Ａ

２
 
の

能
力

不
足

に
よ

り
他

の
従

業
員

を
疲

弊
さ

せ
、

担
当

配
達

区
域

の
顧

客
数

を
顕

著
に

減
少

さ
せ

る
な

ど
、

会
社

の
経

営
に

大
き

な
損

害
を

与
え

て
い

る
と

し
な

が
ら

、
会

社
の

提
案

す
る

労
働

条
件

に
応

じ
れ

ば
解

雇
を

し
な

い
と

し
て

い
る

。
こ

の
会

社
の

主
張

は
、
矛

盾
し

て
い

る
。
 

イ
 

次
の

と
お

り
、

会
社

は
、

反
組

合
的

感
情

を
抱

い
て

い
た

。
 

(
ｱ
)
 
会

社
は

、
 
Ａ

２
 
の

労
働

条
件

に
関

し
て

の
交

渉
を

し
た

り
、

合
意

を
図

ろ
う

と

し
た

こ
と

に
対

し
、

嫌
悪

の
念

を
抱

い
て

い
た

。
 

(
ｲ
)
 
会

社
は

、
常

態
的

に
労

働
基

準
法

違
反

を
繰

り
返

し
て

お
り

、
 
Ａ

２
 
の

労
働

組

合
へ

の
加

入
を

嫌
悪

し
て

い
た

。
 

(
ｳ
)
 
ま

た
、

団
体

交
渉

に
お

け
る

会
社

の
不

誠
実

な
対

応
は

、
組

合
嫌

悪
の

現
れ

で
あ

る
と

い
え

る
。

 

ウ
 

上
記

ア
及

び
イ

の
こ

と
か

ら
、

本
件

解
雇

は
不

当
で

あ
り

、
本

件
解

雇
の

理
由

は
、

組
合

の
正

当
な

活
動

及
び

 
Ａ

２
 
が

組
合

に
加

入
し

た
こ

と
に

対
す

る
嫌

悪
で

あ
る

。
 

(
2
)
 
会

社
の

主
張

の
要

旨
 

ア
 

次
の

と
お

り
、

本
件

解
雇

に
は

合
理

性
・

相
当

性
が

あ
る

。
 

(
ｱ
)
 
 
Ａ

２
 
を

解
雇

し
た

理
由

は
、

不
着

及
び

遅
配

を
繰

り
返

す
等

能
力

が
不

足
し

て

お
り

、
そ

の
こ

と
に

よ
り

他
の

従
業

員
に

負
担

を
強

い
て

疲
弊

さ
せ

る
と

と
も

に
、

担
当

配
達

地
域

の
顧

客
数

を
顕

著
に

減
少

さ
せ

て
、

会
社

に
多

大
な

る
損

害
を

与
え

た
た

め
で

あ
る

。
 

こ
れ

は
、

就
業

規
則

第
３

７
条

第
１

項
第

１
号

の
解

雇
事

由
「

勤
務

成
績

ま
た

は

業
務

能
率

が
著

し
く

不
良

で
、

向
上

の
見

込
み

が
な

く
、

他
の

職
務

に
も

転
換

で
き

な
い

等
、

就
業

に
適

さ
な

い
と

認
め

ら
れ

る
と

き
」

に
該

当
す

る
。

 

(
ｲ
)
 
ま

た
、
 
Ａ

２
 
は

、
上

記
の

不
着

等
に

つ
い

て
会

社
が

指
導

す
る

も
改

善
は

な
く

、

無
断

欠
勤

し
た

。
 

そ
し

て
、

不
着

等
の

原
因

を
会

社
に

帰
責

さ
せ

る
な

ど
反

省
も

せ
ず

、
挑

発
的

な

態
度

を
取

る
な

ど
し

た
の

で
あ

り
、

こ
れ

以
上

の
改

善
は

不
可

能
と

判
断

す
る

の
は

当
然

で
あ

る
。

 

(
ｳ
)
 
会

社
は

、
 
Ａ

２
 
を

基
幹

的
な

労
働

力
と

し
て

雇
用

し
て

は
お

ら
ず

、
 
Ａ

２
 
の

継
続

雇
用

に
対

す
る

期
待

は
薄

か
っ

た
。

 
Ａ

２
 
が

普
通

解
雇

に
よ

り
被

っ
た

不
利

益
は

、
雇

用
の

更
新

拒
絶

と
変

わ
ら

な
い

。
仮

に
普

通
解

雇
が

認
め

ら
れ

な
い

と
し

て
も

、
更

新
拒

絶
が

行
わ

れ
た

と
評

価
さ

れ
る

こ
と

は
明

ら
か

で
あ

る
。

 

イ
 

次
の

と
お

り
、

会
社

に
反

組
合

的
感

情
は

な
い

。
 

(
ｱ
)
 
 
Ａ

２
 
の

解
雇

は
、

同
人

が
組

合
員

で
あ

る
こ

と
は

全
く

の
無

関
係

で
あ

る
。

 

(
ｲ
)
 
会

社
は

、
組

合
の

ス
ト

ラ
イ

キ
や

ビ
ラ

ま
き

等
の

組
合

の
活

動
を

妨
げ

て
い

な
い

上
、

組
合

活
動

を
理

由
に

不
利

益
な

取
扱

を
し

て
い

な
い

。
 

(
ｳ
)
 
ま

た
、

会
社

は
、

組
合

と
協

議
を

重
ね

て
就

業
規

則
を

作
成

し
、

 
Ａ

２
 
の

労
働

条
件

に
つ

い
て

も
積

極
的

に
、

可
能

な
限

り
検

討
及

び
対

応
し

た
。

団
体

交
渉

に
お

い
て

も
、

終
始

平
穏

に
進

め
ら

れ
て

い
る

。
 

ウ
 

上
記

ア
及

び
イ

か
ら

、
本

件
解

雇
は

、
組

合
嫌

悪
の

意
思

に
よ

る
も

の
で

は
な

い
。

 

(
3
)
 
当

委
員

会
の

判
断

 

ア
 

本
件

解
雇

は
不

当
労

働
行

為
意

思
に

基
づ

く
も

の
か

。
 

(
ｱ
)
 
本

件
普

通
解

雇
に

理
由

（
合

理
性

・
相

当
性

）
が

あ
る

か
。

 

ａ
 

就
業

規
則

の
該

当
性

 

 
Ａ

２
 
は

、
他

の
従

業
員

に
比

し
て

不
着

件
数

は
多

か
っ

た
と

い
え

る
こ

と
、

令
和

２
年

７
月

１
日

か
ら

同
年

８
月

１
９

日
ま

で
の

期
間

に
お

い
て

遅
配

が
相

当

数
あ

っ
た

こ
と

が
認

め
ら

れ
、

さ
ら

に
同

月
１

１
日

に
無

断
欠

勤
し

た
こ

と
が

認

め
ら

れ
る

（
前

記
第

２
の

３
(
8
)
、

(
1
0
)
及

び
(
1
1
)
）

。
こ

の
よ

う
な

状
況

下
で

、

他
の

従
業

員
に

対
す

る
負

担
が

増
し

た
こ

と
や

顧
客

の
信

用
を

失
い

契
約

へ
の

影

響
が

あ
っ

た
こ

と
は

予
想

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

し
か

し
な

が
ら

、
同

年
５

月
３

０
日

に
Ｂ

２
が

 
Ａ

２
 
を

追
走

し
た

際
に

は
、

許
容

範
囲

内
の

配
達

時
間

で
配

達
が

で
き

て
い

る
こ

と
が

認
め

ら
れ

、
就

業
規

則

の
「

向
上

の
見

込
み

が
な

い
」
と

ま
で

は
断

定
す

る
こ

と
は

で
き

な
い
（

前
記

第
２

の
３

(
5
)
）

。
 

ま
た

、
会

社
は

、
労

働
条

件
に

つ
い

て
折

り
合

い
が

付
け

ば
継

続
雇

用
を

想
定

し
て

い
た

こ
と

が
う

か
が

わ
れ

る
こ

と
か

ら
、

 
Ａ

２
 
が

就
業

規
則

に
規

定
さ

れ

た
「

就
業

に
適

さ
な

い
と

認
め

ら
れ

る
」

状
況

に
あ

っ
た

か
は

す
こ

ぶ
る

疑
問

で
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あ
る
（

前
記

第
２

の
４

(
1
)
ウ

）
。
さ

ら
に

、
無

断
欠

勤
に

対
す

る
制

裁
は

、
就

業

規
則

上
、

け
ん

責
処

分
に

と
ど

め
ら

れ
て

お
り

、
こ

れ
を

重
大

な
解

雇
事

由
と

す

る
こ

と
に

は
疑

問
が

あ
る

（
前

記
第

２
の

３
(
6
)
）

。
 

以
上

の
こ

と
か

ら
、

本
件

解
雇

の
就

業
規

則
該

当
性

に
は

疑
義

が
あ

る
と

い
わ

ざ
る

を
え

な
い

。
 

ｂ
 

解
雇

の
相

当
性

（
社

会
通

念
上

の
相

当
性

）
 

無
断

欠
勤

は
、

新
聞

配
達

の
特

性
上

、
会

社
に

与
え

る
影

響
は

小
さ

く
は

な
い

と
い

え
る

が
、
前

述
の

と
お

り
就

業
規

則
上

の
懲

戒
事

由
で

は
「

け
ん

責
」
の

対
象

に
す

ぎ
な

い
（

前
記

第
２

の
３

(
6
)
）

。
会

社
は

、
無

断
欠

勤
そ

の
も

の
よ

り
も

、

無
断

欠
勤

後
の

Ｂ
２

と
の

電
話

の
や

り
と

り
に

お
け

る
 
Ａ

２
 
の

態
度

に
対

し
、

感
情

的
な

反
発

を
抱

き
、

解
雇

の
判

断
に

至
っ

た
と

推
認

で
き

る
（

第
２

の
３

(
8
)
）
。
一

度
の

無
断

欠
勤

を
重

大
な

解
雇

理
由

と
見

な
す

こ
と

に
は

疑
問

が
あ

り
、

た
と

え
、
こ

の
感

情
的

な
反

発
を

考
慮

し
て

も
、
本

件
解

雇
は

、
バ

ラ
ン

ス
を

失
し

て
い

る
と

い
え

る
。

 

ま
た

、
不

着
、
遅

配
及

び
無

断
欠

勤
は

、
配

達
業

務
に

重
大

な
支

障
を

及
ぼ

す
恐

れ
が

あ
る

こ
と

は
否

定
で

き
な

い
が

、
こ

れ
ら

を
理

由
に

解
雇

す
る

に
は

、
事

前

に
不

着
等

の
事

態
に

対
す

る
改

善
が

見
ら

れ
な

け
れ

ば
解

雇
も

あ
り

得
る

こ
と

を

警
告

す
る

な
ど

解
雇

を
避

け
る

た
め

の
解

決
方

法
を

模
索

す
べ

き
で

あ
っ

た
と

解

さ
れ

る
と

こ
ろ

、
会

社
は

、
 
Ａ

２
 
に

対
し

て
こ

の
よ

う
な

配
慮

を
す

る
こ

と
な

く
、
団

体
交

渉
の

過
程

に
お

い
て

、
突

如
解

雇
を

通
知

し
て

お
り

、
本

件
解

雇
に

は

手
続

上
の

瑕
疵

が
あ

る
こ

と
を

否
定

で
き

な
い

（
前

記
第

２
の

３
(
1
2
)
エ

並
び

に

４
(
1
)
ウ

、
エ

及
び

オ
）

。
 

し
た

が
っ

て
、

本
件

解
雇

は
相

当
性

を
欠

く
も

の
と

い
う

べ
き

で
あ

る
。

 

ｃ
 

 
Ａ

２
 
の

雇
用

の
更

新
拒

絶
に

つ
い

て
 

会
社

は
、

普
通

解
雇

が
認

め
ら

れ
な

く
て

も
、

更
新

拒
絶

と
同

様
の

評
価

が
で

き
る

旨
主

張
し

て
い

る
。

し
か

し
、

会
社

の
更

新
拒

絶
と

の
主

張
は

、
い

わ
ゆ

る

雇
止

め
と

思
わ

れ
る

が
、

会
社

が
そ

の
意

思
表

示
を

し
た

と
の

主
張

は
な

く
、

ま

た
、

そ
も

そ
も

、
雇

止
め

は
有

期
雇

用
契

約
の

期
間

満
了

時
の

問
題

で
あ

る
が

本

件
で

は
雇

用
期

間
に

関
す

る
主

張
も

な
さ

れ
て

い
な

い
。

 

(
ｲ
)
 
会

社
の

組
合

に
対

す
る

嫌
悪

感
に

つ
い

て
 

組
合

は
、

 
Ａ

２
 
の

組
合

加
入

か
ら

 
Ａ

２
 
が

解
雇

を
通

知
さ

れ
る

ま
で

の
間

、

以
下

の
組

合
活

動
を

行
っ

て
い

る
。

 

ａ
 

会
社

の
賃

下
げ

予
告

に
対

す
る

ス
ト

ラ
イ

キ
（

前
記

第
２

の
２

(
1
0
)
）

 

ｂ
 

 
Ａ

２
 
の

労
働

条
件

に
関

す
る

団
体

交
渉

（
前

記
第

２
の

２
(
1
2
)
エ

並
び

に
３

(
4
)
ウ

及
び

(
1
2
)
）

 

ｃ
 

ビ
ラ

ま
き

や
組

合
勧

誘
（

前
記

第
２

の
２

(
1
1
)
及

び
３

(
1
2
)
カ

）
 

こ
の

よ
う

な
団

体
交

渉
の

要
求

及
び

ス
ト

ラ
イ

キ
の

実
施

等
の

一
連

の
組

合
活

動

が
展

開
さ

れ
た

こ
と

は
、

会
社

側
に

組
合

及
び

組
合

員
に

対
す

る
警

戒
感

が
生

じ
た

で
あ

ろ
う

こ
と

は
容

易
に

推
測

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

し
か

し
な

が
ら

、
会

社
は

、
組

合
活

動
に

対
す

る
妨

害
や

、
こ

れ
を

批
判

す
る

言
動

は
し

て
お

ら
ず

、
か

え
っ

て
、

 
Ａ

２
 
の

労
働

条
件

の
見

直
し

に
つ

い
て

団
体

交
渉

に
お

い
て

協
議

し
た

り
、

就
業

規
則

の
策

定
等

に
つ

い
て

そ
れ

な
り

に
前

向
き

に
対

応
し

て
お

り
、

組
合

嫌
悪

を
示

す
対

応
は

認
め

ら
れ

な
い

（
前

記
第

２
の

２
(
1
0
)
、

(
1
1
)
及

び
(
1
2
)
エ

並
び

に
３

(
4
)
ウ

及
び

(
6
)
）

。
 

ま
た

、
会

社
が

 
Ａ

２
 
に

提
示

し
た

労
働

条
件

は
、

他
の

従
業

員
に

比
し

て
格

別

不
利

な
労

働
条

件
で

あ
る

と
は

認
め

ら
れ

ず
、

会
社

が
意

図
的

に
 
Ａ

２
 
と

の
労

働

契
約

の
締

結
を

避
け

る
た

め
の

労
働

条
件

を
提

示
し

た
も

の
と

は
認

め
ら

れ
な

い

（
前

記
第

２
の

４
(
9
)
）

。
 

さ
ら

に
、

前
述

の
と

お
り

、
会

社
の

提
示

す
る

労
働

条
件

に
組

合
及

び
 
Ａ

２
 
が

合
意

す
る

な
ら

ば
、

継
続

雇
用

を
考

え
て

い
た

こ
と

が
認

め
ら

れ
、

本
件

解
雇

通
告

は
、

会
社

が
労

働
条

件
交

渉
を

有
利

に
進

め
る

た
め

の
材

料
と

し
て

持
ち

出
さ

れ
た

の
で

あ
っ

て
、
会

社
の

経
営

上
の

判
断

に
基

づ
く

も
の

で
あ

る
と

評
価

で
き

る
の

で
、

反
組

合
的

感
情

に
よ

る
も

の
で

あ
る

と
ま

で
は

い
え

な
い
（

前
記

第
２

の
４

(
1
)
ウ

）
。
 

な
お

、
組

合
は

、
会

社
が

労
働

基
準

法
違

反
を

繰
り

返
し

て
い

る
た

め
 
Ａ

２
 
の

組
合

加
入

に
嫌

悪
感

を
抱

い
た

と
主

張
し

て
い

る
が

、
仮

に
違

反
が

あ
っ

た
と

し
て

も
、

そ
の

こ
と

を
理

由
に

組
合

を
嫌

悪
し

て
い

た
こ

と
を

推
認

さ
せ

る
ま

で
の

疎
明

は
な

く
、

当
委

員
会

の
判

断
に

影
響

し
な

い
。

 

イ
 

小
括

 

以
上

の
こ

と
か

ら
、

会
社

に
よ

る
 
Ａ

２
 
の

解
雇

は
、

組
合

員
で

あ
る

こ
と

等
を

理

由
と

し
た

も
の

と
は

い
え

ず
、

労
組

法
第

７
条

第
１

号
の

不
利

益
取

扱
い

に
該

当
し

な

い
。

 

２
 

争
点

２
（

第
３

回
団

体
交

渉
及

び
第

４
回

団
体

交
渉

に
お

け
る

会
社

の
対

応
が

、
労

組
法

第
７

条
第

２
号

の
団

体
交

渉
拒

否
（

誠
実

交
渉

義
務

の
不

履
行

）
に

該
当

す
る

か
。

）
 

(
1
)
 
組

合
の

主
張

の
要

旨
 

- 31 -



ア
 

第
２

回
団

体
交

渉
ま

で
に

、
両

当
事

者
間

に
は

 
Ａ

２
 
の

労
働

条
件

に
関

し
て

協
議

す
る

こ
と

、
時

給
制

を
ベ

ー
ス

に
労

働
条

件
の

内
容

の
妥

当
性

を
検

討
す

る
こ

と
そ

の

他
諸

条
件

の
調

整
等

に
つ

い
て

の
合

意
が

な
さ

れ
て

い
た

。
 

イ
 

第
３

回
団

体
交

渉
に

お
い

て
、

会
社

は
、

代
理

権
の

な
い

Ｂ
３

を
中

心
に

団
体

交
渉

に
当

た
ら

せ
、

 
Ａ

２
 
の

無
断

欠
勤

を
理

由
と

し
て

 
Ａ

２
 
の

解
雇

に
言

及
し

、
上

記

ア
の

合
意

を
反

故
に

し
た

。
 

そ
の

上
で

、
Ｂ

３
は

、
Ｃ

１
会

社
か

ら
の

指
摘

が
あ

っ
た

と
嘘

を
つ

き
、
 
Ａ

２
 
に

自

宅
待

機
を

命
じ

、
 
Ａ

２
 
を

解
雇

に
追

い
詰

め
よ

う
と

し
た

。
 

ま
た

、
会

社
は

、
組

合
が

予
め

要
求

書
に

よ
り

要
求

し
て

い
た

事
項

に
対

す
る

回
答

を
用

意
し

て
い

な
か

っ
た

。
 

ウ
 

第
４

回
団

体
交

渉
は

、
第

３
回

団
体

交
渉

に
お

け
る

Ｃ
１

会
社

か
ら

の
指

摘
が

あ
っ

た
と

の
Ｂ

３
の

嘘
を

前
提

に
開

催
さ

れ
て

い
た

。
組

合
は

、
Ｂ

１
が

そ
の

嘘
を

追
認

し

て
お

り
、

Ｂ
３

が
Ｃ

１
会

社
か

ら
の

意
向

を
受

け
た

よ
う

に
振

る
舞

っ
て

い
た

こ
と

か

ら
、

Ｂ
３

と
の

交
渉

を
せ

ざ
る

を
え

な
い

と
判

断
し

た
。

 

エ
 

上
記

ア
な

い
し

ウ
か

ら
、
第

３
回

及
び

第
４

回
団

体
交

渉
に

お
け

る
会

社
の

対
応

は
、

団
体

交
渉

拒
否

と
み

な
せ

る
程

度
に

不
誠

実
で

あ
る

。
 

(
2
)
 
会

社
の

主
張

の
要

旨
 

ア
 

第
３

回
団

体
交

渉
に

お
い

て
、

組
合

は
、

Ｂ
１

が
団

体
交

渉
に

出
席

で
き

な
い

こ
と

を
認

識
し

た
上

で
、
Ｂ

１
の

出
席

を
要

求
し

な
か

っ
た

。
Ｂ

３
の

出
席

に
つ

い
て

も
、
異

議
を

述
べ

な
か

っ
た

。
出

席
し

た
Ｂ

２
は

、
従

業
員

の
労

働
条

件
を

決
定

し
た

り
、
従

業

員
に

自
宅

待
機

を
命

じ
た

り
す

る
権

限
を

有
し

て
い

た
。

 

な
お

、
Ｂ

３
の

発
言

の
一

部
に

Ｃ
１

会
社

の
訪

問
点

検
に

関
し

て
事

実
と

異
な

る
部

分
が

存
在

す
る

も
の

の
、

交
渉

の
進

行
や

結
論

に
は

影
響

を
与

え
て

お
ら

ず
、

些
末

な

部
分

で
あ

る
と

い
え

、
こ

の
部

分
を

こ
と

さ
ら

に
重

視
す

べ
き

で
な

い
。

 

イ
 

第
４

回
団

体
交

渉
は

、
第

３
回

団
体

交
渉

が
継

続
し

て
い

る
と

認
識

し
て

い
る

。
組

合
は

、
第

４
回

団
体

交
渉

に
お

け
る

Ｂ
３

の
出

席
に

つ
い

て
、
異

議
を

述
べ

な
か

っ
た

。
 

ウ
 

第
３

回
及

び
第

４
回

団
体

交
渉

は
そ

れ
ぞ

れ
平

穏
に

進
行

し
て

お
り

、
し

た
が

っ
て

、

会
社

は
、

組
合

に
対

し
、

誠
実

に
応

じ
て

い
た

と
い

え
る

。
 

(
3
)
 
当

委
員

会
の

判
断

 

ア
 

第
２

回
団

体
交

渉
ま

で
に

、
両

当
事

者
間

に
お

け
る

合
意

は
あ

っ
た

か
。

 

組
合

は
、

第
２

回
団

体
交

渉
ま

で
に

会
社

と
の

間
に

時
給

制
を

ベ
ー

ス
に

す
る

こ
と

等
の

合
意

が
あ

っ
た

と
主

張
す

る
。
確

か
に

そ
の

方
向

で
交

渉
は

さ
れ

た
が

、
会

社
は

、

第
２

回
団

体
交

渉
に

お
い

て
、

 
Ａ

２
 
の

主
張

す
る

新
聞

配
達

に
要

す
る

時
間

に
つ

い

て
疑

問
を

呈
し

て
お

り
、

時
給

制
の

も
と

で
は

勤
務

時
間

が
給

料
の

額
に

大
き

く
影

響

す
る

こ
と

か
ら

、
時

給
制

を
ベ

ー
ス

に
 
Ａ

２
 
の

給
料

を
算

定
す

る
こ

と
に

つ
い

て
、

明
確

な
合

意
が

成
立

し
て

い
た

と
は

評
価

し
難

い
（

前
記

第
２

の
３

(
4
)
）

。
 

イ
 

第
３

回
団

体
交

渉
は

、
会

社
側

か
ら

の
出

席
者

や
交

渉
内

容
か

ら
、
（

団
交

拒
否

と
評

価
し

得
る

）
不

誠
実

な
団

体
交

渉
と

い
え

る
か

。
 

組
合

が
第

３
回

団
体

交
渉

に
Ｂ

３
が

出
席

し
た

こ
と

に
つ

い
て

異
議

を
唱

え
て

い
な

か
っ

た
と

し
て

も
、

会
社

が
Ｂ

３
に

ど
の

よ
う

な
権

限
を

与
え

た
か

を
明

確
に

示
さ

ず

に
実

質
的

に
代

理
さ

せ
て

交
渉

に
当

た
ら

せ
た

こ
と

及
び

予
め

要
求

書
に

記
載

さ
れ

た

要
求

事
項

に
回

答
で

き
る

者
を

出
席

さ
せ

な
か

っ
た

こ
と

は
、

合
意

達
成

の
可

能
性

を

模
索

す
る

義
務

に
反

し
て

い
る

（
前

記
第

２
の

３
(
1
2
)
イ

(
ｲ
)
、

エ
及

び
オ

）
。

 

さ
ら

に
、

Ｂ
３

が
、

Ｃ
１

会
社

が
 
Ａ

２
 
の

無
断

欠
勤

を
問

題
に

し
て

い
る

等
の

組

合
の

適
切

な
判

断
を

誤
ら

せ
る

お
そ

れ
の

あ
る

虚
偽

の
主

張
を

繰
り

返
し

た
こ

と
は

、

誠
実

な
交

渉
態

度
で

あ
っ

た
と

は
評

価
し

難
い
（

前
記

第
２

の
３

(
1
2
)
カ

及
び

４
(
7
)
）
。
 

し
た

が
っ

て
、

第
３

回
団

体
交

渉
に

お
け

る
会

社
の

対
応

は
、

不
誠

実
で

あ
っ

た
と

い
え

る
。

 

ウ
 

第
３

回
団

体
交

渉
に

お
け

る
交

渉
と

会
社

の
対

応
の

問
題

性
は

、
第

４
回

団
体

交
渉

に
お

い
て

も
継

続
し

て
い

る
か

。
 

第
４

回
団

体
交

渉
に

お
い

て
は

、
会

社
の

代
表

で
あ

る
Ｂ

１
が

出
席

し
て

お
り

、
Ｂ

３
が

出
席

し
て

い
た

と
し

て
も

Ｂ
１

の
権

限
は

明
確

で
あ

る
か

ら
、

会
社

側
の

出
席

者

に
特

段
の

問
題

は
な

い
（

前
記

第
２

の
４

(
1
)
ア

）
。
ま

た
、
第

４
回

団
体

交
渉

に
お

い

て
、

第
３

回
団

体
交

渉
に

お
け

る
Ｂ

３
の

虚
偽

の
発

言
が

組
合

の
判

断
に

影
響

を
与

え

て
い

た
と

評
価

す
べ

き
事

実
は

存
在

し
な

い
。

よ
っ

て
、

第
３

回
団

体
交

渉
が

不
誠

実

な
も

の
で

あ
っ

て
も

、
第

４
回

団
体

交
渉

に
問

題
性

が
継

続
し

て
い

る
と

ま
で

は
い

え

な
い

。
 

し
た

が
っ

て
、

第
４

回
団

体
交

渉
に

お
け

る
会

社
の

対
応

は
、

不
誠

実
と

は
い

え
な

い
。

 

エ
 

小
括

 

以
上

の
こ

と
か

ら
、

第
３

回
団

体
交

渉
に

お
け

る
会

社
の

対
応

は
、

労
組

法
第

７
条

第
２

号
の

団
体

交
渉

拒
否

に
該

当
す

る
が

、
第

４
回

団
体

交
渉

に
お

け
る

も
の

は
、

同

号
の

団
体

交
渉

拒
否

に
該

当
し

な
い

。
 

３
 

救
済

内
容
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第
３

回
団

体
交

渉
に

お
け

る
会

社
の

対
応

が
不

当
労

働
行

為
に

該
当

す
る

こ
と

は
、

上
記

２
(
3
)
エ

で
判

断
し

た
と

お
り

で
あ

る
が

、
 
Ａ

２
 
の

労
働

条
件

と
雇

用
契

約
の

締
結

に
つ

い
て

、
第

３
回

団
体

交
渉

よ
り

前
の

交
渉

を
前

提
と

す
る

団
体

交
渉

を
命

ず
る

理
由

は
認

め

ら
れ

ず
、

ま
た

、
そ

の
後

の
団

体
交

渉
に

お
け

る
会

社
の

対
応

に
は

特
段

問
題

は
認

め
ら

れ

な
い

こ
と

か
ら

、
団

体
交

渉
応

諾
を

命
じ

る
必

要
は

な
く

、
主

文
を

も
っ

て
足

り
る

と
考

え

る
。

 

 

第
４

 
法

律
上

の
根

拠
 

以
上

の
認

定
し

た
事

実
及

び
判

断
に

基
づ

き
、

当
委

員
会

は
、

労
組

法
第

２
７

条
の

１
２

及
び

労
働

委
員

会
規

則
第

４
３

条
の

規
定

に
よ

り
、

主
文

の
と

お
り

命
令

す
る

。
 

 

 
令

和
４

年
５

月
１

９
日

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

群
馬

県
労

働
委

員
会

 

会
 

長
 

 
清

 
水

 
 

敏
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